
　
こ
の
城
の
主
な
家
中
の
一
人
で
あ
っ
た
酒
井
安
芸
守
良
隆
が
「
織

田
公
御
系
図

大
久
地
古
事
記
」
を
記
し
、
下
小
口
地
区
に
在
住
の
酒

井
鉦
三
氏
宅
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
（
3
―
5
―
1
）
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
口
町
及
び
各
大
字
の
起
源
、
箭
筈
城
の
沿

革
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
一
方
、
近
藤
・
大
塚
の
姓
に
つ
い
て
も
詳

細
に
書
か
れ
て
い
る
。

第
一
節

　
古
文
書

　
一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
）
年
に
刊
行
し
た
『
大
口
町
史
』
編
さ
ん

時
に
、
町
内
に
所
在
す
る
記
録
類
の
把
握
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の

後
、
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
に
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
が
開
館

し
、
古
文
書
や
民
具
な
ど
の
資
史
料
が
寄
贈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大お
お

久ぐ

地ち

古こ

じ

き

事
記

　
（
個
人
所
蔵
）

　
現
在
の
上
小
口
・
中
小
口
・
下
小
口
地
区
は
、
九
三
〇
年
代
に
成

立
し
た
『
和わ

名
み
ょ
う

類る
い

聚
じ
ゅ
う

抄し
ょ
う』

に
「
小
口
」
と
い
う
地
名
が
尾
張
国
丹
羽

郡
の
中
に
あ
る
集
落
の
ひ
と
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
十
世
紀
に

は
確
実
に
集
落
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
地
に
一
四
五
九
（
長
禄
三
）

年
、
尾
張
国
守
護
代
で
あ
っ
た
織
田
敏
広
の
弟
、
織
田
遠
江
守
広
近

が
小
口
城
（
大お

久ぐ

地ち

城
、
別
名
「
箭や

筈は
ず

城
」
）
を
築
城
し
た
。

第

五
章

古
文
書
・
記
念
碑

3-5-1　 大久地古事記
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楽
田
原
新
田
水
車
願
連
判
帳

（
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）

　
一
七
四
六
（
延
享
三
）
年
、
楽
田
原
新

田
の
伊
右
衛
門
の
水
車
願
い
に
対
し
、
周

辺
の
村
々
に
相
談
し
た
結
果
、
先
年
に
設

置
し
た
場
所
で
全
村
納
得
し
差
し
支
え
な

い
旨
を
杁
方
役
所
に
伝
え
た
連
判
覚
書
で

あ
る
（
3
―
5
―
2
）
。

　
村
名
か
ら
み
て
、
新し

ん

木こ
っ

津つ

用
水
を
利
用

し
た
水
車
設
置
後
に
、
用
水
の
上
流
域
の

村
か
ら
許
可
を
得
て
い
る
。

3-5-2　 楽田原新田水車願連判帳

　［
表
紙
］

　
　
延
享
三
年

楽
田
原
新
田
水
車
願
連
判
帳

　
　
寅
九
月

　
覚

楽
田
原
新
田
伊
右
衛
門
、

水
車
奉
願
候
儀
ニ
付
、

近
村
中
相
談
有

之
候
先
年
之
場
所
ニ
而

何
茂
納
得
仕
、
何
方
ニ
も

故
障
無
御
座
候
為

其
連
判
一
札

指
上
ケ
申
所
如
件

　
　
　
右
村
願
主

　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
　
伊
右
衛
門

延
享
三
年

　
寅
九
月

　
　
　
　
　
楽
田
村
（
印
）

　
　
　
　
　
羽
黒
新
田
（
印
）

　
　
　
　
　
河
北
村
（
印
）

　
　
　
　
　
小
口
村
（
印
）

　
　
　
　
　
久
保
一
色
村
（
印
）

　
　
　
杁
方

　
　
　
　
御
役
所
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御
請
状
之
事

　
（
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）

　「
御
請
状
之
事
」
（
3
―
5
―
3
）
と
は
、
江
戸
時
代
に
農
民
が
奉
公

に
出
る
た
め
必
要
な
契
約
書
・
身
元
保
証
書
で
あ
る
。
奉
公
人
の
精

勤
を
保
証
し
、
奉
公
先
へ
奉
公
人
本
人
と
身
元
保
証
人
で
あ
る
請
人

が
連
判
で
出
し
た
。
当
時
は
、
年
貢
を
納
め
ら
れ
な
い
農
家
の
次
男

や
三
男
、
女
子
が
奉
公
に
出
か
け
、
そ
の
前
借
し
た
給
金
で
年
貢
を

支
払
う
こ
と
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
大

口
町
内
の
農
民
の
暮
ら
し
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の
一
七
八
五
（
天
明

五
）
年
の
史
料
を
紹
介
す
る
。

　
御
請
状
之
事

一
　
丹
羽
郡
小
口
村
庄
蔵
殿
召
仕
之
下
人
當
村

孫
吉
と
申
者
巳
の
御
年
貢
に
差
詰
り
申
付
御
奉
公
に

罷
出
候
為
御
給
分
金
子
壱
両
弐
分
弐
朱
相
究

只
今
取
切
被
下
請
人
慥
に
受
取
御
年
貢
差
上

申
所
は
実
正
也
此
老
取
逃
欠
落
仕
候
は
賦
物
早
々

急
度
相
改
返
斉
可
仕
候
其
上
本
人
尋
出
し
御
奉
公

さ
せ
可
申
候
若
有
所
無
仰
候
は
人
代
に
も
又
は
五
割
の

利
足
加 

成
共
次
第
可
仕
候
自
然
相
煩
候
は
二
三
日
は

御
宥
免
可
被
下
候
若
長
病
候
は
其
方
如
仰
実
可
申
候

私
し
御
懸
り
ら
ち
あ
け
申
敷
候
為
御
後
日

御
請
状
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人

　
林
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人

　
孫
吉

　
天
明
五
年

　
　
　
巳
十
二
月

　
　
　
　
　
　
庄
蔵
殿

3-5-3　 御請状之事　 24. 5×34. 5cm

（
要
旨
）

丹
羽
郡
小
口
村
庄
蔵
殿
の
下
人
は
、
当

村
の
孫
吉
と
い
う
者
で
、
巳
年
（
天
明

五
年
）
の
年
貢
が
払
え
ず
、
奉
公
に
出

ま
す
。
給
金
を
壱
両
弐
分
弍
朱
と
決

め
、
詰
人
が
確
か
に
受
取
り
、
年
貢
の

支
払
い
に
あ
て
ま
し
た
。
も
し
こ
の
者

（
奉
公
人
孫
吉
）
が
（
奉
公
先
か
ら
）
逃

げ
失
踪
し
た
場
合
は
、
お
借
り
し
た
も

の
を
早
々
に
お
返
し
し
、
そ
の
上
本
人

を
探
し
出
し
奉
公
を
続
け
さ
せ
ま
す
。

も
し
探
し
出
せ
な
か
っ
た
ら
代
わ
り
の

者
を
た
て
、
ま
た
は
五
割
の
利
息
を
つ

け
ま
す
。
万
が
一
（
奉
公
中
に
）
病
気

に
な
っ
た
ら
二
、
三
日
の
休
日
は
お
許

し
い
た
だ
き
た
い
。
請
人
が
責
任
を

持
っ
て
対
処
し
ま
す
。
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若
者
締
方
條
々

　
（
所
在
不
明
）

　
大
屋
敷
本
郷
地
区
に
お
け
る
祭
礼
時
の
決
め
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
八
三
四
（
天
保
五
）
年
の
文
書
で
、
本
郷
地
内
は
丹
羽
組
・
野
田

組
・
三
輪
組
の
三
組
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
、
祭
礼
時
の
若
衆
の
す

べ
き
役
割
、
中
老
と
呼
ば
れ
る
相
談
役
に
聞
く
こ
と
、
先
例
を
重
ん

じ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
農
村
の
様
子
や
秩

序
が
わ
か
る
。
原
本
は
所
在
不
明
で
あ
っ
た
が
、
原
本
の
写
し
は
確

認
で
き
た
た
め
、
翻
刻
文
を
掲
載
す
る
（
３
―
５
―
４
）
。

（
翻
刻
文
）

若
者
締
方
條
々

一
　
神
事
祭
礼
太
神
楽
警
固
之
儀 
本
郷
三
株

　
　
よ
り
壱
人
宛
罷
出 

相
勤
候
事 
昔
古
よ
り
式
例

　
　
に
付 

勿
論
に
は
候
得
共 

壱
株
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
都
合
三
人

　
　
相
勤
可
申
事

　
　
　
尤
右
に
付
前
髪
子
供
等
之
儀
相
止
メ 

元
服
相
済
候
人

　
　
　
壱
株
よ
り
見
立
之
上 

指
出
可
申
候 

若
又
警
固
之
人

　
　
　
不
都
合
之
節
ハ
外
組
相
頼
相
勤
可
申
候 

尤
三
人
可
為
す
事

一
　
壱
組
之
内
警
固
替
り
く
相
勤
候
共 

羽
織
之
儀
は
、

　
　
警
固
三
人
ニ
可
限
事

一
　
若
者
連
中
之
儀 

兄
弟
共
本
役
相
勤
可
申
事

一
　
抜
引
之
儀
ハ
女
房
を
呼
候
境
八
月
十
一
日
本
祭
相
勤

　
　
候
上
翌
十
二
日
引
取
筈
ニ
候 

尤
女
房
不
連
候
人
ハ
三
十
三
之

　
　
暁
迄
相
勤
候
事
、
古
来
之
先
例
ニ
て
勿
論
之
事
ニ
候

一
　
太
神
楽
御
宝
物
之
獅
子
釣
候
義 

是
又
先
規
之

　
　
通 

若
者
ニ
而
釣
相
勤
可
申
事

一
　
祭
礼
神
器
宝
物
之
儀 

相
抜
候
節
ハ
村
方
諸

　
　
中
老
相
窺
ひ
談
判
之
上
相
抜
候
様
取
計
可
申
候

　
　
右
入
用
等
之
儀
連
中
懸
り
仕
村
方
奉
加
之
儀 

麦
綿
米

　
　
之
奉
加
ニ
可
仕
候 

勿
論
随
分
之
御
倹
約
御
触
先
ニ
御
座
候
間

　
　
可
成
丈
省
略
仕
、
無
拠
儀
の
み
取
計
可
申
事

　
　
　
但
三
株
之
諸
中
老
納
得
之
上
可
仕
候
事

一
　
御
上
様
御
法
度
之
条
々
急
度
相
守
可
申
候 

幷

　
　
村
方
定
式
之
外 

休
日
等
相
願
申
出
間
敷
事

一
　
連
中
懸
り
も
の
割
符
之
儀
、
中
老
差
加
へ
配
当
可
致
候

　
　
事
三
株
之
内
新
中
老
立
合
可
申
候
、
若
新
中
老
無
之

　
　
組
ハ
、
古
中
老
壱
人
宛
立
合
可
申
事
、
万
一
不
時
入
組

　
　
等
出
来
候
節
ハ
、
中
老
へ
相
談
仕
、
相
納
候
様
取
計
ひ

　
　
可
申
候
事

一
　
若
者
帳
面
預
り
頭
分
の
内
へ
年
功
ニ
可
限
事
、
尤
定
之

　
　
通
ニ
候
得
共
、
和
談
之
上
模
通
宜
敷
方
取
計
可
申
事

右
之
条
々
永
々
堅
相
守
可
申
候
、
尤
定
之
儀
、
昔
古
よ
り

御
座
候
得
共
、
猶
又
今
般
任
先
例
評
議
相
極
候
上
は

自
今
已
後
一
切
故
障
有
之
間
敷
候
、
為
後
証
連
印

如
件

　
　
　
　
天
保
五
年

　
　
　
　
　
丹
羽
組
惣
代

　
　
　
　
午
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
甚
吉
（
印
）

　
　
　
同

　
儀
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
同

　
平
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
同

　
三
右
衛
門
（
印
）

野
田
組
惣
代

　
　
　
野
田
庄
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
同

　
孫
助
（
印
）

　
　
　
同

　
小
平
治
（
印
）

　
　
　
同

　
甚
左
衛
門
（
印
）

三
輪
組
惣
代

　
　
　
三
輪
和
平
（
印
）

　
　
　
同

　
九
郎
兵
衛
（
印
）

　
　
　
同

　
善
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
同

　
利
蔵
（
印
）

3-5-4　 若者締方條々 翻刻
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（
要
旨
）

若
者
締
方
條
々

一
　 
神
事
祭
礼
太
神
楽
の
警
固
に
つ
い
て
は
、
本
郷
三
株
よ
り
一
人
ず
つ

出
て
勤
め
る
こ
と
。
昔
か
ら
の
式
例
で
あ
る
の
で
勿
論
で
は
あ
る
が
、

一
株
か
ら
一
人
ず
つ
、
合
わ
せ
て
三
人
が
勤
め
る
こ
と
。

　
　 

も
っ
と
も
元
服
以
前
の
子
供
が
警
固
を
勤
め
る
こ
と
は
止
め
、
元

服
が
済
ん
だ
人
を
撰
ん
で
差
出
す
事
。
も
し
警
固
の
人
が
不
都
合

で
い
な
い
な
ら
ば
外
の
組
に
頼
ん
で
出
し
て
も
ら
う
事
。
三
人
立

て
る
事
。

一
　 

一
組
の
内
で
警
固
を
交
替
で
勤
め
た
と
し
て
も
、
羽
織
を
着
る
の
は

警
固
を
勤
め
る
三
人
に
限
る
こ
と
。

一
　 

若
者
連
中
は
、
兄
弟
と
も
に
本
役
を
勤
め
る
事
。

一
　 

抜
引
に
つ
い
て
は
女
房
を
呼
ぶ
境
を
八
月
十
一
日
の
本
祭
か
ら
勤
め
、

翌
十
二
日
に
引
き
取
る
筈
で
あ
る
。
も
っ
と
も
女
房
の
い
な
い
人
は

三
十
三
の
暁
ま
で
勤
め
る
事
。
古
来
の
先
例
に
て
も
ち
ろ
ん
の
事
で

あ
る
。

一
　 

太
神
楽
御
宝
物
の
獅し

子し

を
釣
る
事
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
先
規
の
通

り
、
若
者
が
釣
る
こ
と
を
勤
め
る
事
。

一
　 

祭
礼
神
器
宝
物
に
つ
い
て
は
、
取
り
出
す
際
は
村
の
諸
中
老
に
窺

う
か
が

っ

て
談
判
の
上
で
取
り
出
す
よ
う
取
り
計
ら
う
事
。

　
右
の
入
用
金
等
に
つ
い
て
は
連
中
が
係
を
勤
め
、
村
の
奉
加
は
麦

綿
米
な
ど
を
奉
加
す
る
事
。
勿
論
、
御
倹
約
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る

の
で
、
な
る
だ
け
省
略
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
み
取
計
ら
う
事
。

　
但
し
三
株
の
諸
中
老
の
納
得
の
上
で
行
う
事
。

一
　 

御
上
様
御
法
度
の
条
々
を
必
ず
守
る
事
。
ま
た
、
村
の
決
ま
り
の
外

は
休
日
等
の
願
い
出
を
し
な
い
事
。

一
　 

連
中
係
の
割
符
に
つ
い
て
は
、
中
老
を
加
え
て
配
当
す
る
事
。
三
株

の
内
、
新
中
老
が
立
合
い
を
す
る
事
。
も
し
新
中
老
が
い
な
い
組
は
、

古
中
老
が
一
人
ず
つ
立
合
い
す
る
事
。
万
一
思
い
が
け
ず
入
組
み
な

ど
が
出
来
た
場
合
は
、
中
老
へ
相
談
し
、
納
め
る
様
取
計
う
事
。

一
　 

若
者
帳
面
の
預
り
は
、
頭
分
の
内
で
年
功
の
者
に
限
る
事
。
も
っ
と

も
決
ま
り
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
話
し
合
い
の
上
、
良
い
や
り
方
で

取
計
ら
う
事
。

右
の
条
々
永
く
堅
く
守
る
事
。
も
っ
と
も
決
ま
り
は
、
昔
よ
り
あ
る
事
な

の
で
、
猶
又
今
回
も
先
例
に
従
っ
て
評
議
を
決
め
る
。
そ
の
た
め
今
後
一

切
差
支
え
な
く
行
う
事
。
後
の
た
め
連
印
し
取
り
決
め
す
る
。

　
　
天
保
五
年

　
午
七
月

　
　（
後
略
）
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村
落
合
併
願

　

（
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）

　
尾
張
国
丹
羽
郡
に
所
在
す
る
五
つ
の

村
（
長
桜
・
長
桜
替
地
新
田
・
宗
雲
新

田
・
八
左
衛
門
新
田
・
伝
右
衛
門
新
田
）

の
耕
宅
地
反
別
・
戸
数
・
人
員
を
書
き

上
げ
、
合
併
の
上
、
秋
田
村
と
改
称
し

た
い
旨
の
願
書
で
あ
る
（
3
―
5
―
5
）
。

「
明
治
九
年
六
月
」
と
あ
り
、
一
八
七
八

（
明
治
十
一
）
年
十
二
月
に
承
認
さ
れ

た
。
郡
区
町
村
編
制
法
が
同
年
七
月
に

制
定
さ
れ
、
大
区
小
区
制
か
ら
郡
町
村

制
に
な
り
、
愛
知
県
で
は
十
二
月
二
十

日
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
丹
羽
郡

内
に
は
丹
羽
郡
役
所
も
設
置
さ
れ
た

が
、
こ
の
合
併
の
願
書
は
「
明
治
九
年

六
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
区
小
区

制
の
中
で
合
併
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
で
あ
る
。

3-5-5　 村落合併願　 25×17. 8cm
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村

落

合

併

願

　
　
　
　
　
　
　
　
尾
張
国
丹
羽
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
桜
替
地
新
田

耕
宅
地
反
別
四
拾
三
町
弐
反
七
畝
拾
九
歩

戸
数
四
拾
三
戸

人
員
百
九
拾
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

　
桜

　
村

耕
宅
地
反
別
弐
拾
四
町
三
反
三
畝
拾
七
歩

戸
数
三
拾
四
戸

人
員
百
四
拾
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗

　
雲

　
新

　
田

耕
宅
地
反
別
弐
拾
七
町
九
反
八
畝
廿
壱
歩

戸
数
弐
拾
九
戸

人
員
百
拾
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
左
衛
門
新
田

耕
宅
地
反
別
九
町
四
反
九
畝
九
歩

戸
数
三
拾
戸

人
員
百
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
右
衛
門
新
田

耕
宅
地
反
別
九
町
七
反
八
畝
拾
七
歩

戸
数
四
拾
四
戸

人
員
百
八
拾
六
人

合
計

愛
知
県
令
安
場
保
和
殿

前
書
願
之
趣
事
実
相
違
無

御
座
依
テ
奥
印
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
村
瀬
増
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
区
長

　
　
　
　
　
　
　
服
部
勘
七
郎
（
印
）

書
面
願
之
趣
聞
届
候
事

明
治
十
一
年
十
二
月
廿
三
日
（
朱
印
）

　
耕
宅
地
反
別
百
拾
四
町
八
反
七
畝
弐
拾
三
歩

　
戸
数
百
八
拾
戸

　
人
員
七
百
五
拾
六
人

右
五
ケ
村
之
儀
者 

地
所
錯
受

経
界
不
明
隙
二
付 

合
併
之
上
、

更
ニ
秋
田
村
与
改
称
被
成
下
度

此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
長
桜
替
地
新
田
副
戸
長

　
明
治
九
年
六
月

　
　
安
藤
佐
六
（
印
）

　
　
　
　
　
同
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
伊
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
長
桜
村
副
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
甚
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
同
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
藤
五
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
宗
雲
新
田
副
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
竹
甚
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
同
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
竹
常
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
八
左
衛
門
新
田
副
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
幸
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
同
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
勇
右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
伝
右
衛
門
新
田
副
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
古
池
倉
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
同
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
古
池
喜
左
衛
門
（
印
）
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第
二
節

　
記
念
碑

　
大
口
町
内
に
は
、
様
々
な
記
念
碑
が
あ
る
（
３
―
５
―
６
）
。
記
念

碑
は
、
そ
の
当
時
の
出
来
事
や
先
人
の
労
苦
を
偲し

の

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
節
で
は
、
町
内
に
残
る
記
念
碑
を
取
り
上
げ
、
碑
文
か
ら
そ
の

事
業
や
歴
史
的
背
景
を
確
認
す
る
。
な
お
、
翻
刻
に
あ
た
り
、
人
名

の
記
載
は
揮き

毫ご
う

し
た
人
や
役
員
と
し
て
名
前
を
刻
ま
れ
た
人
の
み
と

す
る
。

太
田
表
忠
園
に
あ
る
石
碑
群

（
奈
良
子
二
丁
目
地
内
）

　
五
条
川
左
岸
で
秋
葉
橋
の
東
に
あ
り
、
近
隣

住
民
が
「
南
部
表
忠
園
」
・
「
御
嶽
山
」
と
呼
ぶ

こ
の
地
に
、
従
軍
紀
念
碑
と
報
国
烈
士
碑
が
設

置
さ
れ
、
そ
の
後
、
忠
魂
碑
と
忠
孝
碑
が
同
地

に
建
て
ら
れ
た
。
階
段
横
に
太
田
表
忠
園
の
碑
、

植
栽
の
中
に
四
基
の
石
碑
、
御
嶽
信
仰
の
祠

ほ
こ
ら

が

あ
る
（
３
―
５
―
７
）
。

一
　
従
軍
紀
念
碑

　
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
に
建
立
さ
れ
た
（
３
―
５
―
８
）
。
文

字
は
片
面
の
み
に
彫
ら
れ
、
一
八
七
七
年
の
西
南
戦
争
と
一
八
九
四

年
の
日
清
戦
争
に
従
軍
し
た
、
当
時
の
太
田
村
住
民
の
氏
名
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
題
字
は
、
当
時
陸
軍
少
将
で
あ
っ
た
三み

好よ
し

成な
る

行ゆ
き

（
の
ち

中
将
、
一
八
四
五
～
一
九
一
九
年
）
が
書
い
て
い
る
。
文
面
は
、
八 3-5-7　 秋葉橋東の太田表忠園（ 2022年撮影）

⑧

⑨

⑥ 

征
清
紀
念
碑

⑦ 

竣
功
記
念
碑

⑧ 

昭
和
用
水
改
修
碑

⑨ 

昭
和
用
水
完
工
之
碑

⑩ 

豊
三
用
水
改
修
記
念
碑

③ 

忠
魂
碑

　

④ 

忠
孝
碑

⑤ 
戦
役
記
念
碑

① 

従
軍
紀
念
碑

② 

報
国
烈
士
碑

3-5-6　 記念碑位置図
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木
雕あ

き
ら（

一
八
二
八
～
一
九
一
〇
年
）
が
起
草
し
た
。
八
木
は
、
幕
末

に
犬
山
城
主
の
成
瀬
家
に
仕
え
、
犬
山
城
下
の
敬
道
館
の
教
授
と
な

り
、
明
治
維
新
後
は
内
務
省
社
寺
局
な
ど
に
勤
め
、
碑
文
を
起
草
し

た
頃
は
奈
良
帝
国
博
物
館
に
嘱
託
と
し
て
勤
め
て
い
た
。

「

従
軍
紀
念
碑

　
正
五
位
三
好
成
行
書

　
武
功
併
力
山
河
萬
里
敷
其
勇
忠
烈
銘
肝
姓

　
字
千
年
磨
不
磷

　
　
正
六
位
八
木
雕
選

　
西
南
之
役

　
　
（
四
人
の
氏
名
）

　
明
治
廿
七
八
年
之
役

　
　
（
一
四
人
の
氏
名
）

　
明
治
廿
九
年
五
月
建
之

　
浪
越

　
井
邨
貫
一
書

　
中
鶴
年
刻

」

二
　
報
国
烈
士
碑

　
表
面
に
は
「
報
国
烈
士
碑
」
、
裏
面
に
は
一
九
〇
四
年
の
日
露
戦
争

に
従
軍
し
た
、
当
時
の
太
田
村
住
民
の
氏
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
一

九
〇
六
年
一
月
に
「
丹
羽
郡
太
田
村
尚
武
会
」
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ

た
（
３
―
５
―
９
）
。

「

明
治
三
十
七
八
年
戦
役
従
軍
者

　
氏
名
平
假
名
順

　
戦
死
者

　
　
（
六
人
の
氏
名
）

　
病
死
者

　
　
（
三
人
の
氏
名
）

　
生
存
者

　

　
　
（
九
三
人
の
氏
名
）

　
　
明
治
三
十
九
年
一
月

　
　
　
設
立
者

　
丹
羽
郡
太
田
村
尚
武
會

　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
江
川
丁
二

　
石
匠
中
島
和
吉
書
彫
」

3-5-8　 従軍紀念碑（ 2022年撮影）

高さ ： 228. 7㎝　 幅： 122㎝

奥行： 24. 5㎝

3-5-9　 報国烈士碑（ 2022年撮影）

高さ ： 228. 7㎝　 幅： 122㎝

奥行： 24. 5㎝
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三
　
忠
魂
碑

　
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
に
、
当
時
の
大
口
村
南
部
在
郷
軍
人
会

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
題
字
は
、
一
九
三
一
年
十
二
月
か
ら
一
九

三
六
年
三
月
に
か
け
て
犬い

ぬ
か
い養

毅つ
よ
し内

閣
・
斎さ

い
と
う藤

実ま
こ
と内

閣
・
岡お

か

田だ

啓け
い

介す
け

内

閣
で
海
軍
大
臣
を
つ
と
め
た
大お

お

角す
み

岑み
ね

生お

海
軍
大
将
（
一
八
七
六
～
一

九
四
一
年
）
が
書
い
て
い
る
。
こ
の
忠
魂
碑
の
題
字
を
揮き

毫ご
う

し
た
の

は
、
岡
田
啓
介
内
閣
で
海
軍
大
臣
を
務
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
大

角
は
、
愛
知
県
中
島
郡
三
宅
村
（
現
稲
沢
市
平
和
町
）
で
生
ま
れ
、

海
軍
兵
学
校
を
卒
業
後
、
日
露
戦
争
で
は
大
尉
と
し
て
従
軍
し
た
。

　
石
碑
の
裏
面
に
は
、
「
西
南
之
役

　
日
清
之
役

　
日
露
之
役

　
台

湾
守
備

　
西し

べ比
利り

亜あ

出
征

　
大
東
亜
戦
争
」
で
の
「
戦
病
死
者
」
の

氏
名
が
八
段
に
わ
た
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る
（
３
―
５
―
10
）
。

「

西
南
之
役
（
一
人
の
氏
名
）

　
日
清
之
役
（
二
人
の
氏
名
）

　
日
露

之
役
（
九
人
の
氏
名
）

　
台
湾
守
備
（
一
人
の
氏
名
）

　
西
比
利
亜
出

征
（
一
人
の
氏
名
）

　
大
東
亜
戦
争
（
一
二
九
人
の
氏
名
）

　
　
　
　
　
当
地

　
　
寄
進

　
大
森
甚
太
郎

　
　
　
　
コ
メ
ノ

　
　
　
　
　
石
工
井
上
」

四
　
忠
孝
碑

　
こ
の
石
碑
は
一
九
三
三
年
に
大
口
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
大

口
南
小
学
校
）
に
奉
安
殿
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
た
記
念
で
建
て
ら
れ
、
一
九
六

五
年
に
こ
の
地
へ
移
さ
れ
た
（
３
―
５
―
11
）
。

　
表
面
の
「
忠
孝
」
を
書
い
た
陸
軍
大
将
渡わ

た

邉な
べ

錠
じ
ょ
う

太た

郎ろ
う

（
一
八
七
四

～
一
九
三
六
年
）
は
、
一
九
三
六
年
の
二
・
二
六
事
件
で
斎
藤
実
内

大
臣
・
高
橋
是
清
大
蔵
大
臣
ら
と
と
も
に
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。
渡
邉

は
、
春
日
井
郡
小
牧
村
（
現
小
牧
市
）
の
出
身
で
十
九
歳
の
時
、
丹

羽
郡
岩
倉
町
上
市
場
北
口
（
現
岩
倉
市
）
の
母
の
生
家
で
叔
父
の
渡

邉
庄
兵
衛
の
養
子
と
な
っ
た
。
満
二
十
歳
で
陸
軍
士
官
学
校
に
合
格

し
、
陸
軍
大
学
校
卒
業
後
、
大
尉
で
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
。
一
九

三
一
年
に
陸
軍
大
将
に
昇
進
し
た
。
こ
の
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
と
き

3-5-10　 忠魂碑（ 2022年撮影）

高さ ： 311㎝　 幅： 123. 2㎝

奥行： 19. 8㎝
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は
、
軍
事
参
議
官
の
職
で
あ
っ
た
。
読
書
家
で
あ
り
、
蔵
書
を
よ
く

郷
土
に
寄
贈
し
、
帰
郷
の
際
に
は
時
局
講
話
を
よ
く
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

（
表
面
）

　
「
忠

　
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
正
三
位

　
　
　
陸
軍
大
将

　
勲
一
等

　
渡
邉
錠
太
郎
書

　
　
　
　
　
　
　
　
功
五
級
」

（
裏
面
）

　
「
奉
安
殿
竣
工
記
念

　
寄
贈

　
社
本
朝
正

　
昭
和
四
十
年
十
月
南
小
学
校
よ
り
こ
の
地
に
移
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
袋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
匠

　
　
新

海

　
實
」

五
　
戦
役
記
念
碑
（
小
口
城

じ
ょ
う

址し

公
園
）

　
こ
の
石
碑
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
十
一
月
、
丹
羽
郡
大
口

村
大
字
小
口
尚
武
会
・
帝
国
在
郷
軍
人
会
大
口
分
会
小
口
班
が
、
大

正
天
皇
即
位
記
念
事
業
と
し
て
設
置
し
た
（
３
―
５
―
12
）
。

　
石
碑
は
円
柱
で
、
そ
の
表
面
と
な
る
「
戦
役
記
念
」
の
文
字
は
、
陸

軍
大
将
の
奥お

く

保や
す

鞏か
た

元
帥
（
一
八
四
七
～
一
九
三
〇
年
）
が
書
い
て
い

る
。

　
奥
は
、
一
八
七
二
年
に
大
尉
、
一
八
七
四
年
に
は
少
佐
と
し
て
西

南
戦
争
に
出
征
し
、
日
清
戦
争
時
に
は
中
将
と
し
て
、
日
露
戦
争
時

に
は
大
将
と
し
て
第
二
軍
司
令
官
と
な
り
出
征
し
て
い
る
。
こ
の
第

二
軍
の
編
制
下
に
名
古
屋
の
第
三
師
団
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

　
建
設
委
員
は
、
在
郷
軍
人
会
長
以
下
三
四
人
で
、
こ
の
中
に
は
、

小
口
城
址
の
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
こ
の
土
地
に
戦
役
記
念
碑
と
小

口
城
址
の
石
碑
を
建
て
る
た
め
奔
走
し
た
、
の
ち
の
愛
知
無
尽
の
創

始
者
で
あ
る
渡わ

た

邊な
べ

米よ
ね

次じ

郎ろ
う

が
い
る
（
第
三
編
第
七
章
）
。
ま
た
、
小
口

村
長
か
ら
郡
会
議
員
・
大
口
村
村
会
議
員
と
な
っ
た
酒さ

か

井い

惟た
だ

一い
ち

（
第

三
編
第
七
章
）
、
小
口
村
長
と
合
併
後
の
大
口
村
長
を
歴
任
し
た
酒さ

か

井い

覚か
く

郎ろ
う

、
村
会
議
員
か
ら
戦
後
大
口
村
長
と
な
っ
た
仙せ

ん

田だ

賢け
ん

弌い
ち

な
ど
で

あ
る
。
石
碑
の
人
名
を
書
い
た
仙せ

ん

田だ

愛あ
い

之の

助す
け

も
建
設
委
員
で
あ
り
、

村
会
議
員
を
経
て
記
念
碑
建
立
時
に
は
郡
会
議
員
と
な
っ
て
い
る
。

3-5-11　 忠孝碑（ 2022年撮影）

高さ ： 約380㎝　 幅： 121. 8㎝

奥行： 21. 6㎝
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碑
標
表
面

　
「
戰

　
役

　
記

　
念

　

　
　
元
帥
陸
軍
大
將
正
二
位
勲
一
等
功
一
級
伯
爵

　
奥

　
保
鞏

書
」

碑
標
裏
面

　
「
西
南
役
從
軍
者

　
　
　
　
（
三
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

日
清
役
從
軍
者

　
　
　
　
（
五
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

日
清
日
露
兩
役
從
軍
者

　
（
七
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

日
露
役
戰
病
死
者

　
　
　
（
九
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

日
露
役
從
軍
者

　
　
　
　
（
七
三
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

臺
灣
土
匪
討
伐
從
軍
者

　
（
六
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）

　

日
独
役
從
軍
者

　
　
　
　
（
三
人
の
所
属
・
階
級
・
氏
名
）
」

台
石

　
（
右
側
）

　
　
「
人
皇
百
二
十
二
代
今
上
天
皇
御
即
位
紀
念

　
　

大
正
四
年
拾
壱
月
」

（
左
側
）

　
「
丹
羽
郡
大
口
村
大
字
小
口
尚
武
會

　

帝
国
在
郷
軍
人
會
大
口
分
會
小
口
班
」

3-5-12　 戦役記念碑（ 左： 奥保鞏書　 右： 正面） （ 2021年撮影）

円柱： 高さ 約300㎝　 径57㎝　 台座： 118㎝四方　 台座： 正面164㎝×奥行162㎝
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六
　
征
清
紀
念
碑
（
外
坪 

神
明
社
境
内
）

　
こ
の
石
碑
は
、
外
坪
地
区
の
神
明
社
境
内
、
東
側
の
道
路
に
面
し

た
位
置
に
あ
る
。
一
八
九
八
年
九
月
に
、
富
成
村
大
字
外
坪
か
ら
日

清
戦
争
に
従
軍
し
た
八
人
の
所
属
と
氏
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
３
―
５

―
13
）
。

「
（
表
面
）
征
清
紀
念
碑

　
（
裏
面
）
明
治
三
十
一
年
九
月
建
之

　
　
　
　
　
　
　
従
軍
者

　
　
　
　

近
衛
歩
兵

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

陸
軍
歩
兵

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

陸
軍
騎
兵

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

陸
軍
歩
兵

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

輜
重
輸
卒

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

仝
　
　
上

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

仝
　
　
上

　
（
氏
名
）

　
　
　
　

仝
　
　
上

　
（
氏
名
）

　
　
　
　
　
富
成
村
大
字
外
坪

　
　
　
　
　
　
有
志
者
」

七
　
竣

し
ゅ
ん

功こ
う

記
念
碑
（
大
屋
敷

　
大
屋
敷
学
習
等
共
同
利
用
施
設
）

　
『
大
口
村
誌
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
道
路
の
項
目
で
、
大
屋
敷
地
内

を
通
る
県
道
に
「
県
道

古
知
野
楽
田
線
」
が
あ
り
、
そ
の
道
路
工
事

の
竣
工
記
念
碑
と
考
え
ら
れ
る
。

　
表
面
に
は
、
一
九
三
二
・
三
三
年
に
大
屋
敷
地
内
で
施
行
し
た
箇

所
と
総
工
費
が
記
さ
れ
、
裏
面
は
区
長
・
道
路
委
員
長
・
道
路
委
員

の
氏
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
予
定
ど
お
り
、
一
九
三
三
年
度
末
に
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
「
昭
和
九
年
四
月
竣
功
」
、
こ
の
石
碑
は
工

事
完
了
か
ら
一
年
後
の
一
九
三
五
年
四
月
に
建
立
さ
れ
た
（
３
―
５
―

14
）
。

（
表
面
）

3-5-13　 征清紀念碑

（ 2022年撮影）

高さ ： 197. 5㎝

幅　 ：   92. 7㎝

奥行：   　 41㎝

丹
羽
郡
大
口
村
大
字
大
屋
敷
地
内

　
縣
費
土
木
事
業

　
昭
和
七
年
度
施
行
箇
所

　
延
長

　
六
百
十
米

　
農
村
振
興
土
木
事
業
直
営

　
昭
和
八
年
度
施
行
箇
所

　
延
長

　
八
百
六
十
米

　
此
總
工
費
金
壱
萬
八
千
七
百
五
拾
円

念　 　 記　 　 功　 　 竣
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（
裏
面
）

「

大
口
村
長

　
　
野
田
正
昇

　
　
　
　
道
路
委
員

　
大
屋
敷
区
長

　
前
田
悦
次
郎

　
　
　
丹
羽
藤
兵
衛

　
仝

　
　
　
　
　
丹
羽
歳

　
　
　
　
　
丹
羽
鎌
吉

　
道
路
委
員
長

　
丹
羽
範
治

　
　
　
　
丹
羽
隆
吉

　
仝

　
　
　
　
　
丹
羽
徳
一

　
　
　
　
前
田
海
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
田
正
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
地
小
兵
衛

　
昭
和
九
年
四
月
竣
功

　
仝

　
十
年
四
月
建
設
」

八
　
昭
和
用
水
改
修
碑

　
こ
の
石
碑
は
、
一
九
五
九
年
、
昭
和
用
水
が
五
条
川
と
接
続
す
る

近
く
に
、
昭
和
用
排
水
土
地
改
良
区
が
建
て
ら
れ
た
。
表
面
は
当
時

の
衆
議
院
議
員
江え

崎さ
き

真ま

澄す
み

が
文
字
を
書
い
て
い
る
（
３
―
５
―
15
）
。

（
表
面
）

昭
和
用
水
改
修
碑

　
　
　
衆
議
院
議
員
江
崎
真
澄
書

（
裏
面
）

當
用
排
水
路
は
大
口
村
上
小
口
地
内
に
於
て
木
津
用

水
よ
り
取
水
し
沿
線
各
部
落
を
縫
流
し
江
南
市
小
折

地
内
に
於
て
五
條
川
に
放
流
す
る
無
名
小
流
に
し
て

古
来
よ
り
水
路
施
設
共
に
天
然
原
始
的
に
て
年
々
旱

水
害
の
惨
を
極
む
昭
和
二
十
九
年
秋
此
の
悪
順
還
を

絶
ち
福
利
増
進
の
悲
願
を
結
集
し
昭
和
用
排
水
路
と

命
名
改
良
區
を
設
立
圑
体
営
事
業
に
着
工
有
ゆ
る
困

難
を
克
服
し
現
代
技
術
を
網
羅
し
此
れ
が
完
成
所
期

の
成
果
を
収
む
其
の
梗
概
を
記
し
後
世
に
傳
う
る
も

の
で
あ
る

　
昭
和
五
十
四
己
亥
年
十
月
建
之

　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
用
排
水
土
地
改
良
區

3-5-15　 昭和用水改修碑

（ 2022年撮影）

高さ ： 148㎝

幅　 ：   65㎝

奥行：   23㎝

功
労
者

　
衆
議
員
議
員

　
江
崎
眞
澄

　
県
会
議
員

　
　
安
藤
信
太
郎

関
係
役
員

　
発
起
人
代
表

　
前
田
孫
一
郎

　
理
事
長

　
　
　
前
田
俊
男

　
三
ツ
口
久
次

　
丹
羽
高
治

　
村
瀬
清
治

　
　
江
端
嘉
一

　
大
岩
曻
一

　
　
長
谷
川
信
一

　
大
島
亀
市

　
　
平
松
兼
文

　
江
口
他
一

　
　
江
口
金
安

　
前
田
悦
次
郎

　
稲
山

　
實

　
前
田
高
信

　
　
暮
石
義
一

　
吉
田
正
香

　
　
佐
々
信
一

　
川
崎
廣
一

　
　

　
　
事
務
担
任

　
落
合
裕
之

　
　
工
事
施
行

　
栗
本
建
設

　
　
　
　
　
　
　
永
井
組

　
　

　
　
　
　
　
　
　
林
本
建
設

　

　
　
　
　
筆

　
　
　
松
月

3-5-14　 竣功記念碑（ 2022年撮影）

高さ ： 128㎝　 幅： 62㎝

奥行： 11. 5㎝

（
マ
マ
）
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九
　
昭
和
用
水
完
工
之
碑
（
上
小
口
一
丁
目
地
内
）

　
こ
の
石
碑
は
、
一
九
六
八
年
、
昭
和
用
水
の
取
水
口
で
あ
る
木
津

用
水
近
く
に
、
昭
和
用
排
水
土
地
改
良
区
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。

表
面
は
当
時
の
愛
知
県
知
事
桑く

わ

原は
ら

幹み
き

根ね

が
文
字
を
書
い
て
い
る
。
裏

面
は
江
南
市
在
住
の
書
家
、
冨と

み

永な
が

奇き

洞ど
う

（
一
九
三
一
～
二
〇
一
〇
年
）

の
揮
毫
で
あ
る
。
扶
桑
町
と
の
境
で
、
丹
羽
高
等
学
校
の
東
側
に
あ

る
（
３
―
５
―
16
）
。

（
表
面
）

　
昭
和
用
水
完
工
之
碑

　
　
愛
知
県
知
事

　
桑
原
幹
根
書

（
裏
面
）

　
昭
和
四
十
三
年
三
月
建
之

　
　
　
当
水
路
は
大
口
江
南
両
境
界
を

　
　
昭
和
用
排
水
土
地
改
良
区

　
　
貫
流
し
其
の
流
域
を
灌
漑
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
共
に
扶
桑
を
加
え
た
排
水
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
滑
な
ら
し
む
る
幹
線
水
路
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
昭
和
二
十
九
年
改
良
区
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
以
来
幾
多
困
難
な
障
害
を
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
除
し
完
成
し
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奇
洞
書

一
〇

　
豊
三
用
水
改
修
記
念
碑
（
秋
田
三
丁
目
地
内
）

　
「
秋
田
三
丁
目
」
五
差
路
交
差
点
の
南
角
に
建
つ
石
碑
に
あ
る
豊
三

用
水
は
、
初
め
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
施
工
に
よ
り
整
備
し
た
用
水
路
で
、

整
備
前
は
蛇
行
し
流
域
に
水
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

　
水
害
は
下
流
の
小
牧
市
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
一
九
四

九
年
か
ら
県
に
陳
情
を
重
ね
、
二
年
後
の
一
九
五
一
年
に
灌か

ん

漑が
い

工
事

と
し
て
の
認
可
を
得
て
、
着
工
し
た
。
工
事
は
八
年
を
要
し
て
整
備

し
た
。

　
こ
の
石
碑
は
、
完
成
後
の
一
九
五
九
年
八
月
に
建
て
ら
れ
、
表
面

は
当
時
の
愛
知
県
知
事
桑
原
幹
根
が
文
字
を
書
い
て
い
る
。
裏
面
は
、

髙
木
天
仙
（
第
三
編
第
七
章
）
の
書
に
よ
る
（
３
―
５
―
17
）
。

3-5-16

昭和用水完工之碑

（ 2022年撮影）

高さ ： 166㎝

幅　 ：   62㎝

奥行：   37㎝

3-5-17　 豊三用水改修記念碑（ 2022年撮影）

高さ ： 約74. 5㎝　 幅： 58㎝

奥行： 215㎝
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（
表
面
）

　
「
豊
三
用
水
改
修
記
念
碑

　
　
　
愛
知
県
知
事

　
桑
原
幹
根

　
書

　
印

　
印
」

（
裏
面
）

此
の
用
水
は
古
来
よ
り
大
口
村
並
び
に
小
牧
市
を
含
む

六
ヶ
村
落
を
縫
流
し
六
ヶ
用
水
と
稱
せ
ら
れ
湾
曲
甚
だ

し
天
災
に
依
る
水
害
旱
害
著
し
く
其
の
被
害
は
甚
大
で

あ
つ
た

　
時
恰
も
昭
和
廿
四
年
地
元
関
係
者
相
計
り
豊

三
用
水
と
改
稱
し
奮
起
し
て
県
会
議
員
安
藤
信
太
郎
氏

を
通
じ
再
三
再
四
懇
請
嘆
願
に
つ
と
め
漸
に
し
て
昭
和

廿
六
年
県
営
主
要
支
派
線
灌
漑
工
事
と
し
て
認
可
あ
り

　
大
口
村
直
営
事
業
と
し
て
直
ち
に
着
工
爰
に
八
ヶ
年

の
歳
月
を
要
し
て
完
成
せ
り

　
灌
漑
面
積
七
十
余
町
歩

　

施
工
延
長
三
五
五
七
米

　
総
工
費
一
千
六
百
八
十
三

万
円

　
出
役
人
員
一
万
七
千
余
人
の
一
大
事
業
で
あ
つ

て
所
期
の
成
果
を
挙
げ
農
民
の
福
利
蓋
し
無
量
無
限
で

あ
る

　
其
稉
概
を
記
し
後
世
に
伝
へ
る
者
で
あ
る

　
　
　
昭
和
三
十
四
己
亥
年
八
月
建
之

　
　
大
口
村

大
口
村
長

　
社
本
鋭
郎

工
事
関
係
功
労
者

発
起
人

　
　
江
口
壽
三
郎

仝
　
　
　
　
江
口
純
三

委
員
長

　
　
社
本
守
男

仝
　
　
　
　
大
森
徳
義

仝
　
　
　
　
社
本
弘
夫

他
村
代
表

　
舟
橋
高
晴

工
事
担
当

　
前
田
喜
雄

碑
、
台
石

寄

附
　
林
本
建
設
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
筆

　
　
天
仙
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